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「令和 4年度沖縄県伝統芸能公演（重要無形文化財保持者等公演） 

企画・広報・運営業務」企画プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨・目的 

 沖縄県伝統芸能公演（重要無形文化財保持者等公演）は、県民に伝統芸能公演の鑑賞機会を広く提

供することを目的として実施しており、本事業を適正かつ円滑に実施するため、当該事業に関する業

務（企画・広報・および出演者の調整等を含めた運営業務）について広く企画提案を募り、最も適切

な者を委託予定業者として選定するため、本企画プロポーザルを実施する。 

 

２ 委託業務の内容 

 (１) 名称：「令和４年度沖縄県伝統芸能公演（重要無形文化財保持者等公演） 

企画・広報・運営業務」 

 (２) 業務内容：別紙企画提案仕様書のとおり 

 

３ 契約期間（予定） 

 契約締結日から令和５年３月 31日(金) 

 

４ 委託料上限額 

 委託料上限額は、３，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む）とする。 

 （当該金額は、企画提案のために提示する金額であり、契約金額ではない。） 

 

５ 応募資格 

  次に挙げる要件をすべて満たす者であること。 

(１) 沖縄県内に住所または活動の本拠地を有すること。（法人格は必ずしも必要ではない。）但し、 

個人の応募は不可とする。 

(２) 規約を有し、かつ代表者が明らかであること。 

(３) 会計処理が明確であること。 

(４) 地方自治法施行例第 167条の４の規定に該当しない者。 

(５) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更正手続き開始申し立て、又は民事再生法 

（平成 11年法律第 255号）に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていない者。 

(６) 宗教活動や政治活動を主たる目的としない者、かつ暴力団員による不当な行為の防止等に 

関する法律（平成３年法律 77号）第２条第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動 

を行うものではないこと。 

(７) 業務実績等から本事業の履行に支障なく、業務を遂行できると認められる者。 

(８) 租税等を完納していること。 
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６ 応募方法 

(１) 参加申込 

本企画プロポーザルに参加する者は、（公財）沖縄県文化振興会（以下、振興会という。）あて 

に別紙「企画プロポーザル参加申込書（様式①）」を令和４年５月 11日（水）までに FAX又はメ

ールにて提出すること。（FAX又はメール送信後は、電話で受信確認を行うこと。） 

(２) 企画提案書等の提出 

  ア 提出締切：令和４年５月 18日（水）まで（午後５時必着） 

  イ 提 出 先：（公財）沖縄県文化振興会 那覇市字小禄 1831-1沖縄産業支援センター6階 605 

         文化芸術推進課 担当：玉城 あて 

ウ 提出書類：「７ 提出書類」に定める書類一式を提出すること。 

 

７ 提出書類 

 別紙企画提案仕様書に基づき、以下の書類を提出すること。 

(１) 企画提案申請書（様式②）・・・１部 

(２) 企画提案書（様式任意）・・・・８部 

 ア 原則として A４判、左綴りとする。（但し、必要な資料については A３判にして折り込む等、 

理解しやすいように適宜工夫してもよい。） 

 イ 審査員が企画や意図等を容易に理解できるよう、図表等を用いるなどの工夫すること。 

 ウ 提出する企画提案書は各社１案までとする。 

 エ 提案内容について 

・ 具体的な公演内容（プログラム構成や琉球舞踊、組踊、沖縄芝居の演目等）について 

提示すること。 

  ・ その他本事業の目的に沿った、成果を高める独自企画等について提示すること。 

  ・ 出演者についての概要、人数規模等を提示すること。 

  ・ 業務内容に沿ったスケジュール表を提示すること。 

・ 本業務の実施体制や担当者等を提示すること。 

(３) 見積書（様式任意）・・・８部 

 ア 企画提案書と別綴りとし、委託料上限額（消費税及び地方消費税を含む）の範囲内で 

見積を行うこと。 

 イ 項目が多くなる場合には、別紙として費用内訳書を添付すること。 

 ウ 企画提案仕様書等に記載のない事項については、企画提案者の行う内容に沿って積算 

すること。 

(４) 会社概要（様式任意）・・・８部  

(５) 協定書（様式任意）・・・・８部 ※協同企業体の場合のみ提出 

 

８ 審査方法 

(１) 企画提案書等の審査 

提出された企画提案書に基づいてプレゼンテーション審査を行う。 

※締切後の追加資料は認めない。 
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(２) プレゼンテーションについて 

ア プレゼンテーションにおける各社の説明及び質疑応答の持ち時間は、各 15分とする。 

  (内訳：10分･･･説明 ５分･･･質疑応答) 

イ プレゼンテーション順は原則受付順とし、１社につき３名までの参加とする。 

ウ プレゼンテーション審査の日時・場所等については、別途連絡する。 

エ 審査の結果は、別途文書にて通知する。 

(３) 審査基準 

ア 具体性 ：スケジュール、企画案等は実現可能な内容か。 

 イ 集客性 ：演目や出演者に工夫があり、集客を見込める内容か。 

 ウ 経費  ：仕様書に準じた、適正な積算となっているか。 

 エ 総合評価：企画案の総合バランスはどうか。 

(４) 契約について 

  原則、第１位と選定された者と協議のうえ、契約を締結する。但し、契約締結に関して必要

な協議が合意に至らない場合は次順位以降の者を繰り上げて、協議のうえ、契約を締結する。 

 

９ 日程 

  本企画プロポーザルの公募から契約までの概ねの日程は次のとおり。 

 (１)令和４年４月22日（金）～5月9日（月）プロポーザル実施にかかる質問の締切 

備考：質問は、「11問い合わせ先（事務局）」記載の担当者あてEmailで受け付けます。 

質問に対する回答は、５月 10日（火）に振興会ホームページに掲載します。 

なお、審査に関するお問い合わせには応じられません。 

(２) 令和４年５月 11日（水） 企画プロポーザル参加申込書 締切 ※午後５時まで 

 (３) 令和４年５月 18日（水） 企画提案書等 締切        ※午後５時まで 

 (４) 令和４年５月下旬 プレゼンテーション審査 

 (５) 令和４年５月下旬    結果通知 

 (６) 令和４年６月上旬 契約予定 

 

１０ その他 

(１) 企画プロポーザルに要する費用は、参加者の負担とする。 

(２) 提出された企画書等は、原則として返却しない。 

(３) 審査内容や審査経過については、質問及び異議申し立ては受け付けない。 

(４) 採択された企画案については、採用後の調整で変更することがある。 

(５) 本業務に関する制作物の著作権については、振興会に帰属する。 

(６) 検討すべき事項が生じた場合は、振興会と委託予定業者とで別途協議する。 

(７) 企画提案書、見積書の宛名は「(公財)沖縄県文化振興会 理事長」あてとすること。 

 

１１ 提出先及び問い合わせ先（事務局） 

  （公財）沖縄県文化振興会 文化芸術推進課 玉城・仲宗根 

   住所： 那覇市字小禄 1831-1沖縄産業支援センター6階 605 

   電話： 098-987-0926  FAX： 098-987-0928 Mail： kariyushi@okicul-pr.jp 
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「令和４年度沖縄県伝統芸能公演（重要無形文化財保持者等公演） 

企画・広報・運営業務」企画提案仕様書 

 

１ 委託業務名 

 令和４年度沖縄県伝統芸能公演（重要無形文化財保持者等公演）企画・広報・運営業務 

 

２ 目的 

 沖縄県伝統芸能公演（重要無形文化財保持者等公演）は、県民に伝統芸能公演の鑑賞機会を広く提供

することを目的として実施する。 

 

３ 契約期間（予定） 

 契約締結日から令和５年３月 31日（金） 

 

４ 委託料上限額 

 委託料上限額は、３，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む）とする。 

 （当該金額は、企画提案のために提示する金額であり、契約金額ではない。） 

 

５ 公演実施日 

 (１) 日 程：第１希望：令和４年 10月 22日（土）、第２希望：令和４年 10月 29日(土) 

(２) 場 所：伊平屋村 

(３) 入場料：無料 

(４) 演 目：別紙１を参照 

 ※公演時間等については、開催市町村と調整のうえ、決定すること。 

 

６ 委託業務内容 

(１) 公演実施にかかる業務 

ア 出演者の選定及び調整について 

(ア) 各開催地の意向および本事業の目的を達成するため、出演者等を適切に選定すること。 

   (イ) 出演者への依頼・報酬支払いなど、出演に係る調整を行うこと。 

   (ウ) その他、必要に応じて出演者との事前調整を行うこと。 

イ 公演の運営について 

   (ア) 会場設営・公演実施に係る職員の手配を行うこと。 

   (イ) 必要に応じて事前に入場整理券等の配布を行うなど、円滑な公演実施に努めること。 

   (ウ) 舞台運営に係る職員を適切に配置すること。 

   (エ) 公演に関する問い合わせ窓口業務を行うこと。 

   (オ) 公演当日に来場者を対象としたアンケートを実施すること。 

   (カ) その他、公演を円滑に行う為に必要な調整を行うこと。 
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ウ ワークショップの実施について 

   (ア) 実施内容や場所等については、公演日決定の後、主催者及び開催市町村と調整のうえ、 

決定すること。 

   (イ) その他、ワークショップを円滑に実施するために必要な調整を行うこと。 

 エ 安全面の管理について 

   (ア) 公演実施にあたり、会場内外の安全対策を図ること。特に雨天や強風等の悪天候の場合に 

は、安全面に十分に配慮するとともに、主催者及び開催市町村と調整を図ること。 

   (イ) 出演者が 18 歳未満または高校生以下の場合は、事前に保護者の同意を得る等、 

配慮すること。 

   (ウ) 出演者及び来場者、関係者等の安全に留意すること。 

   (エ) 感染症等の影響も考えられるため、重要無形文化財保持者等公演における感染拡大予防ガ 

イドラインに沿って公演を実施すること。また、感染対策にかかる検査費用等は、当該公演 

に従事する人数分を必要経費として計上すること。 

(２) 広報に関する業務  

 公演の周知及び集客を図るため、広報業務を行うこと。 

  (ア) 広報に関するスケジュールを作成すること。 

   (イ) 広報物を作成すること。なお、作成にあたっては別紙２を参照し、主催者と協議のうえ、

実施することとする。 

  (ウ) 関係団体等への広報物の送付や、新聞紙面での広告や開催市町村広報誌等、効果的と 

    認められる手法を用いて広報を実施すること。 

  (エ) 当日パンフレットを作成し、公演当日の来場者に配布すること。 

(３) 旅行に関する業務 

   開催市町村と調整の上、出演者及びスタッフの旅行にかかる航空券等の調達、宿泊先の確保、現 

地移動手段の確保、保険契約の手続き等、旅行に係る一切の手配を行うとともに、安全面に十分 

に留意すること。なお、旅行代理店等を通して添乗員等を配置しても良いこととする。 

(４) その他 

(ア) 業務の進捗状況や業務内容等に関する打ち合わせを定期的に実施すること。 

(イ) 業務実施にあたり（公財）沖縄県文化振興会（以下「振興会」という。）と協議のうえ、

業務遂行に必要とされる業務を行うこと。 

 

７ 実績報告書について 

(１) 公演終了後、１ヶ月以内に事業の結果等を記載した実績報告書を提出すること。 

(２) 実績報告書に併せて、事業収支決算書を作成し、支払を証明する証憑書類（見積書、納品書、 

請求書、領収書及び根拠資料等）の写しを付けて提出すること。 

(３) 公演の様子が分かる写真データ及び映像を収めた DVD(５部)を提出すること。 

 

８ 著作権 

著作権及び使用権は次のとおりとする。 

(１) 成果物の著作権及び使用権は、振興会に帰属する。 

(２) 本委託業務にて撮影した映像、写真等の著作権は及び使用権は振興会に帰属する。 
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(３) 振興会は受託者の承諾なしに、映像、写真などを加工・編集できるものとする。 

(４) 本委託業務にあたり、第三者の著作権、肖像権等その他の権利に抵触するものについては、 

受託者の費用をもって処理する。 

 

９ 企画提案に係る注意事項 

(１) 委託予定業者として選定された場合においても、提案のあった企画の内容をすべて実施する 

とは限らない。 

(２) 本仕様書に記載の業務内容は、企画提案のために設定したものであり、実際の契約の仕様書に

ついては予算や諸事情を勘案して振興会との調整により決定するものである。 

 

１０．その他 

本仕様書に記載されていない事項が発生した場合、あるいは記載事項に疑義が生じた場合は、当該

事項について協議を行うこととする。 
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